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○
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
七
十
六
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
、
第
四
十
六
条
第
二
項

第
一
号
イ
及
び
第
四
項
、
第
八
十
条
の
二
第
一
号
、
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
第
九
十
四
条
並
び
に
第
九
十
九

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
造
の
建
築
物
の
軸
組
の
構
造
方
法
及
び
設
置
の
基
準
を
定
め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告

 

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

木
造
の
建
築
物
の
軸
組
の
構
造
方
法
及
び
設
置
の
基
準
を
定
め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
木
造
の
建
築
物
の
軸
組
の
構
造
方
法
及
び
設
置
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

木
造
の
建
築
物
の
軸
組
の
構
造
方
法
及
び
設
置
の
基
準
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
一　

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規

第
一　

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規

定
す
る
木
造
の
建
築
物
の
軸
組
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

定
す
る
木
造
の
建
築
物
の
軸
組
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

 
 

る
。

る
。

 
 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

七　

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材

七　

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材

を
用
い
て
九
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
、
柱
と
の
仕
口
に
く
さ
び

を
用
い
て
九
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
、
柱
と
の
仕
口
に
く
さ
び

を
設
け
た
貫
（
当
該
貫
に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
継
手
を
構
造
耐
力

を
設
け
た
貫
（
当
該
貫
に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
継
手
を
構
造
耐
力

上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
柱
の
部
分
に
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
三
本
以

上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
柱
の
部
分
に
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
三
本
以

上
設
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
又
は
小
径
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー

上
設
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
又
は
小
径
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
丸
竹
を
用
い
た
間
渡
し
竹
を
柱
及
び
は
り
、
桁
、
土
台
そ
の
他
の

ト
ル
以
上
の
丸
竹
を
用
い
た
間
渡
し
竹
を
柱
及
び
は
り
、
桁
、
土
台
そ
の
他
の

横
架
材
に
差
し
込
み
、
か
つ
、
当
該
貫
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八

二

横
架
材
に
差
し
込
み
、
か
つ
、
当
該
貫
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八

二

―

―

〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｆ
Ｎ
二
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｆ
Ｎ
二
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
を

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
を

四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
と
し
た
小
舞
竹
（
柱
及
び
は
り
、
桁
、

四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
と
し
た
小
舞
竹
（
柱
及
び
は
り
、
桁
、

土
台
そ
の
他
の
横
架
材
と
の
間
に
著
し
い
隙
間
が
な
い
長
さ
と
し
た
も
の
に
限

土
台
そ
の
他
の
横
架
材
と
の
間
に
著
し
い
隙
間
が
な
い
長
さ
と
し
た
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
小
舞
竹
（
土
と

る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
小
舞
竹
（
土
と

一
体
の
壁
を
構
成
す
る
上
で
支
障
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
間
渡
し
竹

一
体
の
壁
を
構
成
す
る
上
で
支
障
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
間
渡
し
竹

に
シ
ュ
ロ
縄
、
パ
ー
ム
縄
、
わ
ら
縄
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
締
め
付

に
シ
ュ
ロ
縄
、
パ
ー
ム
縄
、
わ
ら
縄
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
締
め
付

け
、
荒
壁
土
（
百
リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

け
、
荒
壁
土
（
百
リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し
て
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
〇
・
六
キ
ロ

す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し
て
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
〇
・
六
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の
わ
ら
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を

グ
ラ
ム
以
下
の
わ
ら
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
両
面
か
ら
全
面
に
塗
り
、
か
つ
、
中
塗
り
土
（
百

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
両
面
か
ら
全
面
に
塗
り
、
か
つ
、
中
塗
り
土
（
百

リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る

リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る

砂
質
粘
土
に
対
し
て
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
砂
及
び
〇

砂
質
粘
土
に
対
し
て
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
砂
及
び
〇

・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
〇
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
み
す
さ
を
混
合
し
た
も

・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
〇
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
み
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又

の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
別
表
第
五

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
別
表
第
五

欄
に

（い）

（い）

欄
に
掲
げ
る
方
法
で
全
面
に
塗
り
、
土
塗
壁
の
塗
り
厚
（
柱
の
外
側
に
あ
る
部

掲
げ
る
方
法
で
全
面
に
塗
り
、
土
塗
壁
の
塗
り
厚
（
柱
の
外
側
に
あ
る
部
分
の
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分
の
厚
さ
を
除
く
。
）
を
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
と
し
た
土
塗
壁
を
設
け
た

厚
さ
を
除
く
。
）
を
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
と
し
た
土
塗
壁
を
設
け
た
軸
組

（ろ）

（ろ）

 
 

軸
組

八
～
十
六　

（
略
）

八
～
十
六　

（
略
）
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（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
横
架
材
に
使
用
す
る
集
成
材
そ
の
他
の
木
材
の
品
質
の
強
度
及
び
耐
久

 

性
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
横
架
材
に
使
用
す
る
集
成
材
そ
の
他
の
木
材
の
品
質
の
強
度
及
び

耐
久
性
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件
（
昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
横
架
材
（
間
柱
、
小
ば
り
そ
の
他
こ
れ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
横
架
材
（
間
柱
、
小
ば
り
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
集
成
材
そ
の
他
の
木
材
は
、
次
の
各
号

ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
集
成
材
そ
の
他
の
木
材
は
、
次
の
各
号

 
 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

 
 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

四　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
七
条
第
二
号
の

四　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
七
条
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
（
平
成

規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
号
に
規
定
す
る
木
質
接
着

省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が

成
形
軸
材
料
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二

そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
木
質
接
着
成
形
軸
材
料

 

十
四
号
第
一
第
二
十
号
及
び
第
二
第
十
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣

又
は
木
質
複
合
軸
材
料
で
あ
る
こ
と
。

 

が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
も
の
又
は
同
条
第
二

 

号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
木
質
複
合
軸
材
料
（
平
成

 

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
一
号
に
規
定
す
る
木
質
複

 

合
軸
材
料
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十

 

四
号
第
一
第
二
十
一
号
及
び
第
二
第
二
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣 

 

が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
・
六　

（
略
）

五
・
六　

（
略
）
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（
特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号

 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

 

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
十
四
条
の

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
十
四
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
木
材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、

規
定
に
基
づ
き
、
木
材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、

集
成
材
及
び
構
造
用
単
板
積
層
材
（
以
下
「
集
成
材
等
」
と
い
う
。
）
の
繊
維
方
向

集
成
材
及
び
構
造
用
単
板
積
層
材
（
以
下
「
集
成
材
等
」
と
い
う
。
）
の
繊
維
方
向

、
集
成
材
等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
鋼
材

、
集
成
材
等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
鋼
材

等
の
支
圧
、
鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
鋼
材
等
の
曲
げ
材
の
座
屈
の
許
容
応
力

等
の
支
圧
、
鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
鋼
材
等
の
曲
げ
材
の
座
屈
の
許
容
応
力

度
、
溶
融
亜
鉛
メ
ッ
キ
等
を
施
し
た
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
の
高
力
ボ
ル
ト
の
軸

度
、
溶
融
亜
鉛
メ
ッ
キ
等
を
施
し
た
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
の
高
力
ボ
ル
ト
の
軸

断
面
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
応
力
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度

断
面
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
応
力
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度

、
高
強
度
鉄
筋
の
許
容
応
力
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以

、
高
強
度
鉄
筋
の
許
容
応
力
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以

下
「
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等
」
と
い
う
。
）
の
許
容
応
力
度
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、

下
「
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等
」
と
い
う
。
）
の
許
容
応
力
度
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
支
圧

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
支
圧

、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
曲
げ
材
の

、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
曲
げ
材
の

座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又

座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又

は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の
許
容

は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の
許
容

応
力
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
許
容
応
力
度
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の

応
力
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
許
容
応
力
度
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の

て
ん

て
ん

鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
許
容
応

鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
許
容
応

て
ん

て
ん

力
度
、
組
積
体
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
圧
縮
及

力
度
、
組
積
体
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
圧
縮
及

び
せ
ん
断
並
び
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体
の
付
着
の
許
容
応
力
度
、
鉄
線
の
引

び
せ
ん
断
並
び
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体
の
付
着
の
許
容
応
力
度
、
鉄
線
の
引

張
り
の
許
容
応
力
度
、
同
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

張
り
の
許
容
応
力
度
、
同
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

た
鋼
材
の
接
合
、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口

た
鋼
材
の
接
合
、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口

及
び
同
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接

及
び
同
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接

合
の
許
容
応
力
度
、
あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
の
接
合
部
の
引
張
り
及
び
せ
ん
断
の
許
容

合
の
許
容
応
力
度
、
あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
の
接
合
部
の
引
張
り
及
び
せ
ん
断
の
許
容

応
力
度
、
丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の
許
容
応
力
度
、
炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド

応
力
度
、
丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の
許
容
応
力
度
、
炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド

繊
維
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
、
緊
張
材
の
引
張
り

繊
維
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
、
緊
張
材
の
引
張
り

の
許
容
応
力
度
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク

の
許
容
応
力
度
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
許
容
応
力
度
、
直
交
集
成
板
の
繊
維
方
向
、
直
交
集

リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
許
容
応
力
度
並
び
に
直
交
集
成
板
の
繊
維
方
向
、
直

成
板
の
め
り
こ
み
及
び
直
交
集
成
板
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
木
質
接
着

交
集
成
板
の
め
り
こ
み
及
び
直
交
集
成
板
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
（
以
下

成
形
軸
材
料
の
許
容
応
力
度
、
木
質
複
合
軸
材
料
の
許
容
応
力
度
、
木
質
断
熱
複
合

「
特
殊
な
許
容
応
力
度
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
令
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
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パ
ネ
ル
の
許
容
応
力
度
並
び
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
の
許
容
応
力
度
（
以
下
「
特

、
木
材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
集
成
材
等
の
繊
維

殊
な
許
容
応
力
度
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
令
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木

方
向
、
集
成
材
等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
鋼

材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
集
成
材
等
の
繊
維
方
向

材
等
の
支
圧
及
び
鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引

、
集
成
材
等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
鋼
材
等

張
り
の
材
料
強
度
、
高
強
度
鉄
筋
の
材
料
強
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等
の
材
料
強
度
、

の
支
圧
及
び
鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル

の
材
料
強
度
、
高
強
度
鉄
筋
の
材
料
強
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等
の
材
料
強
度
、
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
支
圧
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
タ
ッ
ピ

ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ

ン
ね
じ
又
は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合

ウ
ム
合
金
材
の
支
圧
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね

部
の
材
料
強
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
材
料
強
度
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管

て
ん

じ
又
は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の

造
の
鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
材

て
ん

材
料
強
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
材
料
強
度
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の

料
強
度
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体
の
圧
縮
の
材
料
強
度
、
鉄
線
の
引
張
り
の
材

て
ん

鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
材
料
強

料
強
度
並
び
に
同
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
接
合

て
ん

度
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体
の
圧
縮
の
材
料
強
度
、
鉄
線
の
引
張
り
の
材
料
強

、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
同
令
第
六

度
、
同
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
接
合
、
同
条
第

十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
材
料
強
度

二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
同
令
第
六
十
八
条
第

、
あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
の
接
合
部
の
引
張
り
及
び
せ
ん
断
の
材
料
強
度
、
丸
鋼
と
コ

三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
材
料
強
度
、
あ
と
施

ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の
材
料
強
度
、
炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
そ
の
他
こ
れ
ら
に

工
ア
ン
カ
ー
の
接
合
部
の
引
張
り
及
び
せ
ん
断
の
材
料
強
度
、
丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー

類
す
る
材
料
の
引
張
り
の
材
料
強
度
、
緊
張
材
の
引
張
り
の
材
料
強
度
、
軽
量
気
泡

ト
の
付
着
の
材
料
強
度
、
炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材

コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断

料
の
引
張
り
の
材
料
強
度
、
緊
張
材
の
引
張
り
の
材
料
強
度
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ

の
材
料
強
度
並
び
に
直
交
集
成
板
の
繊
維
方
向
、
直
交
集
成
板
の
め
り
こ
み
及
び
直

ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
材
料
強

交
集
成
板
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
（
以
下
「
特
殊
な
材
料
強
度
」
と
い
う
。

 

度
、
直
交
集
成
板
の
繊
維
方
向
、
直
交
集
成
板
の
め
り
こ
み
及
び
直
交
集
成
板
の
圧

）
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
の
材
料
強
度
、
木
質
複
合
軸
材

 

料
の
材
料
強
度
、
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
の
材
料
強
度
並
び
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ

 

ル
の
材
料
強
度
（
以
下
「
特
殊
な
材
料
強
度
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う

 
 

に
定
め
る
。

 
 

第
一　

特
殊
な
許
容
応
力
度

第
一　

特
殊
な
許
容
応
力
度

 
 

一
～
十
二　

（
略
）

一
～
十
二　

（
略
）

十
三　

令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鋼
材
の
接
合

十
三　

令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鋼
材
の
接
合

、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
令
第

、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
令
第

六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
許

六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
許

容
応
力
度
は
、
令
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
並
び
に
第
一
第
一
号
か

容
応
力
度
は
、
令
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
、
第
一
第
一
号
か
ら
前
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ら
前
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
に
よ
ら
な

号
ま
で
及
び
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二
第
三
号
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
数
値
を
定
め
る
場
合
に

定
め
る
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に

 
 

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

数
値
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
 

十
四
～
十
九　

（
略
）

十
四
～
十
九　

（
略
）

 

二
十　

木
質
接
着
成
形
軸
材
料
の
許
容
応
力
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

（
新
設
）

 
 

れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 

二
十
一　

木
質
複
合
軸
材
料
の
許
容
応
力
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

（
新
設
）

 
 

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 

二
十
二　

木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
の
許
容
応
力
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ

（
新
設
）

 
 

ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 

二
十
三　

木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
の
許
容
応
力
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ

（
新
設
）

 
 

ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 
 

第
二　

特
殊
な
材
料
強
度

第
二　

特
殊
な
材
料
強
度

 
 

一
～
十
一　

（
略
）

一
～
十
一　

（
略
）

十
二　

令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鋼
材
の
接
合

十
二　

令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鋼
材
の
接
合

、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
令
第

、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
令
第

六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
材

六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
材

料
強
度
は
、
令
第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
並
び
に
第
二
第
一
号
か
ら

料
強
度
は
、
令
第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
、
第
二
第
一
号
か
ら
前
号

前
号
ま
で
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
に
よ
ら
な
け

ま
で
及
び
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二
第
三
号
に
定

れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
数
値
を
定
め
る
場
合
に
お

め
る
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
数

 
 

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

値
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
 

十
三
～
十
八　

（
略
）

十
三
～
十
八　

（
略
）

 

十
九　

木
質
接
着
成
形
軸
材
料
の
材
料
強
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

（
新
設
）

 
 

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 

二
十　

木
質
複
合
軸
材
料
の
材
料
強
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国
土

（
新
設
）

 
 

交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 

二
十
一　

木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
の
材
料
強
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

（
新
設
）

 
 

れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

 

二
十
二　

木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
の
材
料
強
度
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

（
新
設
）

れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。
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（
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を

 

定
め
る
等
の
件
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基

 

準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

 

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
枠
組
壁
工
法
（
木
材
を
使

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
枠
組
壁
工
法
（
木
材
を
使

用
し
た
枠
組
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
る
こ
と
に
よ

用
し
た
枠
組
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
る
こ
と
に
よ

 

り
、
壁
及
び
床
版
を
設
け
る
工
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は

り
、
壁
及
び
床
版
を
設
け
る
工
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は

建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安

建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
及
び
第
十
一
に
、
建
築
基
準
法
施

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
及
び
第
十
一
に
、
建
築
基
準
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ

る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
第
十
二
に
定
め

る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
第
十
二
に
定
め

、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
等
の
構
造

、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
等
の
構
造

方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
三

方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
三

に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除

に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除

外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
十
四
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
並
び
に
同
号

外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
十
四
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
並
び
に
同
号

イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
九
に

イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
九
に

適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平

適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平

耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
項

耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
項

第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、

第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、

第
十
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
許

第
十
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
許

容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め

容
応
力
度
等
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る

 
 

る
。

。
 

 

第
一　

（
略
）

第
一　

（
略
）

 
 

第
二　

材
料

第
二　

材
料

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年

三　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に

法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に

適
合
す
る
も
の
（
ト
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
号
の

適
合
す
る
も
の
（
ト
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
号
の



- 13/25 -

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号
第
一

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度

第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
及
び
第
二
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

の
数
値
を
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値

五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
三
の
国
土

を
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
耐
力
壁
に
使
用
す
る
も
の
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る

設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
三
の
国
土
交
通
大

も
の
以
外
の
木
材
で
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
樹
種
、
区
分
及
び
等
級
等
に
応
じ

臣
の
認
定
を
受
け
た
耐
力
壁
に
使
用
す
る
も
の
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以

て
そ
れ
ぞ
れ
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て

外
の
木
材
で
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
樹
種
、
区
分
及
び
等
級
等
に
応
じ
て
そ
れ

は
、
前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
材
料
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

 

ぞ
れ
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前

に
使
用
す
る
材
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
材
料
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用

 
 

す
る
材
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

イ
～
ト　

（
略
）

イ
～
ト　

（
略
）

 
 

四　

（
略
）

四　

（
略
）

第
三
～
第
十
四　

（
略
）

第
三
～
第
十
四　

（
略
）
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（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正

 ）
第
五
条　

建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件
（
平
成

 

十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

 

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 15/25 -

改　

正　

後

改　

正　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る

い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る

た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す

た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が

指
定
す
る
建
築
物
は
、
二
以
上
の
階
数
を
有
し
、
又
は
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

指
定
す
る
建
築
物
は
、
二
以
上
の
階
数
を
有
し
、
又
は
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
及
び
当
該
建
築
物
を
除
く
ほ
か
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
及
び
当
該
建
築
物
を
除
く
ほ
か
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
又
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
建
築

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
又
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
建
築

物
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建

物
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建

 
 

築
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

築
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

 
 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

四　

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の
う
ち
二

四　

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の
う
ち
二

以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以
上
の
構
造

以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以
上
の
構
造

と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す

と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す

る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の(

る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の(

次
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
六
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す

次
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
及
び
第
六
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も

 
 

る
も
の
を
除
く
。)

の
を
除
く
。)

 
 

イ
～
ヘ　

（
略
）

イ
～
ヘ　

（
略
）

 
 

五　

（
略
）

五　

（
略
）

六　

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次

六　

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次

の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当

 
 

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
を
除
く
。
）

 
 

イ　

次
の

か
ら
⑾
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ　

次
の

か
ら
⑾
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(1)

 
 

　

（
略
）

　

（
略
）

(1)

(1)

　

高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

　

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以

 

(2)

(2)

 
 

下
で
あ
る
も
の

 
 

～
⑾　

（
略
）

～
⑾　

（
略
）

(3)

(3)

 
 

ロ　

（
略
）

ロ　

（
略
）
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ハ　

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）

(1)

(3)

 
 

　

イ

か
ら

ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(1)

(1)

(3)

 

　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
第
二
号
イ

及
び

(2)

(1)

 
 

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(2)
 

 
　

第
一
号
イ

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

(3)

(6)

七　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版

七　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版

を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部

を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部

分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を
含
む
。
以
下

分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
が
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
及
び
チ
に
該
当
す
る
も
の
以
外

同
じ
。
）
が
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
及
び
チ
に
該
当
す
る
も
の
以
外

 
 

の
も
の

の
も
の

イ　

高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
木
造
の
も
の

イ　

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下

 

 
 

で
あ
る
木
造
の
も
の

 
 

ロ
～
ヘ　

（
略
）

ロ
～
ヘ　

（
略
）

ト　

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前

ト　

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前

 

号
イ

か
ら

ま
で
、
前
号
ロ

か
ら

ま
で
又
は
前
号
ハ

及
び

に
該

号
イ

か
ら

ま
で
又
は
前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(10)

(1)

(4)

(1)

(2)

(1)

(10)

(1)

(4)

 
 

当
す
る
も
の

 
 

チ　

（
略
）

チ　

（
略
）

 
 

八
・
九　

（
略
）

八
・
九　

（
略
）

十　

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
に
規
定
す
る
骨
組
膜
構
造

十　

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
に
規
定
す
る
骨
組
膜
構
造

 
 

の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

 
 

イ　

次
の

及
び

に
該
当
す
る
も
の

イ　

次
の

及
び

に
該
当
す
る
も
の

(1)

(2)

(1)

(2)

 
 

　

（
略
）

　

（
略
）

(1)

(1)

　

骨
組
の
構
造
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
天
井
が
第
一
号
イ

に
該

　

骨
組
の
構
造
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
天
井
が
第
一
号
イ

に
該

(2)

(6)

(2)

(6)

 
 

当
す
る
も
の

当
す
る
も
の

 
 

～

　

（
略
）

～

　

（
略
）

(ⅰ)

(ⅴ)

(ⅰ)

(ⅴ)

　

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

　

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て

(ⅵ)

(ⅵ)

か
つ
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以

、
第
六
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
同
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る

(1)

⑽

(1)

(4)

 
 

下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
該
当
す
る
も
の

も
の

 
 

㈠　

第
六
号
イ

及
び

か
ら

ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

（
新
設
）

(1)

(3)

⑽

 

㈡　

第
六
号
イ

及
び

か
ら

ま
で
並
び
に
同
号
ロ

、

及
び

（
新
設
）

(4)

(7)

⑽

(1)

(3)

(4)
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の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

ロ　

（
略
）

ロ　

（
略
）
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（
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部

 

改
正
）

第
六
条　

許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
（

 

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

 

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
応
力
度
等
計
算

い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
応
力
度
等
計
算

と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
各

と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
各

 
 

号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

 
 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

七　

令
第
三
十
六
条
の
二
第
四
号
又
は
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九

七　

令
第
三
十
六
条
の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
木
造
又
は
鉄
骨
造

十
三
号
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
木
造
又
は
鉄
骨

と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
建

 

造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る

築
物
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ　

（
略
）

イ
・
ロ　

（
略
）
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（
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的

 

基
準
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技

術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
（
直

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
（
直

交
集
成
板
を
用
い
た
パ
ネ
ル
を
水
平
力
及
び
鉛
直
力
を
負
担
す
る
壁
と
し
て
設
け
る

交
集
成
板
を
用
い
た
パ
ネ
ル
を
水
平
力
及
び
鉛
直
力
を
負
担
す
る
壁
と
し
て
設
け
る

工
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下

工
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下

「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を

「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を

第
二
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築

第
二
か
ら
第
七
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築

物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規

物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規

定
を
第
十
二
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二

定
を
第
十
一
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合

に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
十
三
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、

に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
十
二
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、

同
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算

同
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算

が
、
第
九
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す

が
、
第
八
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す

る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

認
め
、
同
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物

認
め
、
同
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物

等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同

等
の
構
造
計
算
が
、
第
九
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同

号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が

号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用

で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用

い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
一
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構

い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造

造
計
算
は
、
同
項
に
規
定
す
る
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
同
令
第
八
十
二
条
の
四

計
算
は
、
同
項
に
規
定
す
る
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
同
令
第
八
十
二
条
の
四
に

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

 
 

き
る
も
の
と
認
め
る
。

る
も
の
と
認
め
る
。

第
一
～
第
十
三　

（
略
）

第
一
～
第
十
三　

（
略
）
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（
木
質
接
着
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術

 

的
基
準
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

木
質
接
着
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な 

技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
件
（
令
和
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

 

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

   
 

 

第
二　

材
料

第
二　

材
料

一　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
は
、
建
築
基

一　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
は
、
建
築
基

 

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
次
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
次
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。

 

）
第
三
十
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

）
第
三
十
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

 

（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号
第
一
第
二
十
三
号
及
び
第
二

（
当
該
認
定
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の

  
 

第
二
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料

数
値
を
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

 

強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
以
外
の
材
料
で
あ
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に

二　

木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
以
外
の
材
料
で
あ
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に

 

使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
部
材
の
区
分
に
応
じ

使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
部
材
の
区
分
に
応
じ

 

、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
材
料
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
材
料
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

 

第
四
第
二
号
に
掲
げ
る
床
版
で
あ
っ
て
そ
の
材
料
が
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省

第
四
第
二
号
に
掲
げ
る
床
版
で
あ
っ
て
そ
の
材
料
が
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省

 

告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
並
び
に

告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
並
び
に

 

第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
小
屋
組
及
び
屋
根
版
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
の
材
料
が
同
告

第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
小
屋
組
及
び
屋
根
版
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
の
材
料
が
同
告

 

示
第
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

示
第
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

  
 

 

な
い
。

な
い
。

 
 

 

イ
～
ハ　

（
略
）

イ
～
ハ　

（
略
）

ニ　

は
り
及
び
登
り
は
り
（
天
井
面
に
対
し
て
斜
め
に
設
け
る
は
り
を
い
う
。

ニ　

は
り
及
び
登
り
は
り
（
天
井
面
に
対
し
て
斜
め
に
設
け
る
は
り
を
い
う
。

 

第
七
第
一
号
及
び
第
二
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）　

次
の

若
し
く
は

の

第
七
第
一
号
及
び
第
二
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）　

次
の

若
し
く
は

の

 

(1)

(2)

(1)

(2)

 
 

 

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
材
料
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
材
料

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
材
料
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
材
料

 
 

 

　

（
略
）

　

（
略
）

(1)

(1)

　

法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

　

法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

 

(2)

(2)

た
木
質
複
合
軸
材
料
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第

た
木
質
複
合
軸
材
料
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第

 

一
第
十
一
号
に
規
定
す
る
木
質
複
合
軸
材
料
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
平

一
第
十
一
号
に
規
定
す
る
木
質
複
合
軸
材
料
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
平

成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号
第
一
第
二
十
一
号
及
び
第
二

成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二
第
三
号
の
規
定
に
基

第
二
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材

づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
を
指
定

 
 

料
強
度
の
数
値
を
指
定
し
た
も
の

し
た
も
の
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ホ
～
ト　

（
略
）

ホ
～
ト　

（
略
）

三　

（
略
）

三　

（
略
）
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附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
第
二

第
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
の
指
定
を
受
け
た
認
定
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
等

（
建
築
基
準
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
、
木
質
複
合
軸
材

料
、
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
又
は
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
れ
ぞ

れ
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号
第
一
第
二
十
か
ら
第
二
十
三
ま

で
及
び
第
二
第
十
九
か
ら
第
二
十
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
当
該
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数

 

値
の
指
定
を
受
け
た
認
定
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
等
と
み
な
す
。


